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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2025年11月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。
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◆事業成長のために　融資を引き出す決算書
◆ぐんま賃上げ促進支援金
◆相続税のあらまし
◆健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証
◆解雇・退職勧奨・雇止めの違い
◆社員の能力開発を処遇に反映している事業所割合
◆賃金規定等改定コース
◆給与計算こんなお悩みありませんか？　社会保険労務士が解決します！
◆M&A譲渡し情報
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| ボルトングループ | 
〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12
【ボルトン税理士法人】  　　　　 TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910
【㈱ボルトン労務管理事務所】  TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589
【㈱北関東Ｍ＆Ａサポート】　   TEL：027-260-8630（代）／FAX：027-223-1910

〒370-0045 群馬県高崎市東町85　須藤ビル1階
【ボルトン税理士法人　須藤会計事務所】 　TEL：027-327-3261（代）／FAX：027-327-3262
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お問い合わせ

【市町の上乗せ支援について】
太田市役所産業環境部産業政策課

渋川市役所産業観光部産業政策課

玉村町役場経済産業課

大泉町役場住民経済部経済振興課

電話

電話

電話

電話

0276-47-1846

0279-22-2596

0270-65-7144    

0276-63-3111

お問い合わせフォーム
https://tayori.com/f/gunma-chinageshien/

添付書類

申請方法

館林市役所経済部商工課工業振興係 電話 0276-47-5148

特設サイト：https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/
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相 続 税 の あ ら ま し

○ この「相続税のあらまし」は、相続税の仕組みについて、簡単に説明したものです。

○ 相続税に関する詳細な情報等を確認したい場合は、国税庁ホームページ【 】の

「確定申告等情報」の「相続税」ページをご覧ください。

また、「相続税」ページで公開している「相続税の申告要否判定コーナー」は、法定相続人の数や個別の

財産・債務の価額等を入力することにより、基礎控除額などを自動で計算し、相続税の申告のおおよその

要否を判定することができますので、是非ご利用ください。 申告要否判定コーナー

「確定申告等情報」の「相続税」 「相続税の申告要否判定コーナー」へ「申告・申請・届出等、用紙」

（画面は、令和７年４月現在のものです。）

※ 「相続税の申告要否判定コーナー」を利用した相続税の申告要否の確認方法は、動画で確認できます。

こちらからアクセス！

「国税庁動画チャンネル」

～「相続税の申告要否判定コーナー」を利用した申告要否の確認～

YouTube
国税庁動画チャンネル 相続税

１ 相続税の申告が必要な人とは

被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」（次ページの「３ 相続

税が課される財産」の価額の合計額から「４ 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の金額の合計

額を差し引いた金額）が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告

をする必要があります。

※ 「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、

被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは１人（実子がいないときは２人）までとなります。

「遺産に係る基礎控除額」 ＝ 万円 ＋（ 万円×法定相続人の数※）

○ 「相続人」とは

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

１ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

２ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

【第１順位】被相続人の子（子が被相続人の相続開始以前に死亡している

ときなどは、孫（直系卑属）が相続人となります。）

【第２順位】被相続人に子や孫（直系卑属）がいないときは、被相続人の

父母（父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているとき

などは、被相続人の祖父母（直系尊属）が相続人となります。）

【第３順位】被相続人に子や孫（直系卑属）も父母や祖父母（直系尊属）

もいないときは、被相続人の兄弟姉妹（兄弟姉妹が被相続人

の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の

おい、めい（兄弟姉妹の子）が相続人となります。）

配偶者
被相続人

常に相続人
父母

（第２順位）

子

（第１順位）

兄弟姉妹

（第３順位）

この「相続税のあらまし」は、令和７年４月１日現在の法令等に基づき、原則として、令和７年 12 月 31 日までに亡くなられた人
に係る相続税について説明したものです。
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２ 相続税の申告と納税

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日（通常の場合は、被相続人

が亡くなった日）の翌日から10 か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書

を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。

例えば、１月６日に死亡した場合にはその年の 11 月６日が相続税の申告期限になります（申告期限の

日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。）。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご

注意ください。

（注）１ 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税

の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算し

て５年を経過する日まで提出することができます。

２ 納期限（申告期限）までに金銭で一時に納付することが困難な事由がある場合には、例外的な納付方法である延納又は物

納が認められています（国税庁ホームページに、詳しい手続等を記載した「相続税・贈与税の延納の手引」又は「相続税の

物納の手引」 を掲載していますので、ご覧ください。）。【https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/01.htm】

３ 相続税が課される財産

（１）被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ

とができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日

本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。

なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税

対象となります。

（２）みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したも

のとみなされ、相続税の課税対象となります。

ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額※までは非課税となります。

※ 「一定の金額」とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。

法定相続人の数
（算式）500 万円 ×

（前ページの「1」を参照）
その相続人の取得した保険金等の合計額
相続人全員の取得した保険金等の合計額

×

（３）被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産

は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の

課税価格に加算します。
※ 日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産

の贈与の時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を加算します。

令和６年１月１

（４）被相続人から相続開始前３年以内に取得した暦年課税適用財産

被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前３年以内に被相続人から

贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の

時の価額を相続税の課税価格に加算します。

４ 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

被相続人の「債務」と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は、相続財産の価額から差

し引かれます。

差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金

で、まだ納めていなかったものも含まれます。

また、葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。

なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
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５ 主な相続財産の評価方法

380 千円

120 ㎡

10ｍ

12

［普通住宅地区］

380 千円 1.00 120 ㎡ 4,560 万円

（１）不動産

イ 宅地

宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】があります。

【路線価方式】

路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線（道路）に面する標準的な宅地

の１平方メートル当たりの価額（千円単位で表示しています。）のことで、「路線価図※」で確認で

きます。宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率※で補正した後、

その宅地の面積を掛けて計算します。

路線価図（抜粋）

ｍ × × ＝

(路線価) (奥行価格補正率) (面積) (評価額)

1,000 万円 1.1 1,100 万円

【https://www.rosenka.nta.go.jp】

【https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/meisai_frm.htm】

【倍率方式】

路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資

産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）に一定の倍率（倍率は

「評価倍率表※」で確認できます。）を掛けて計算します。
評価倍率表（抜粋）

× ＝

(注) 評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」の「宅地」欄に「路線」と

表示されている地域については、路線価方式により評価を行います。

※ 「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

で確認することができます。

また、「調整率」には、「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などがあります。具体的な数値

については、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」の「評価明細書・調整率

表」 で確認することができます。

（固定資産税評価額） （倍率） （評価額）

財 産 評 価 基 準 書
路線価図・評価倍率表

ロ 建物

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）

により評価します。

令和６年１月１日以後に相続などにより取得した「居住用の区分所有財産」（いわゆる分譲マン
ション）については、宅地（敷地利用権）及び建物（区分所有権）の価額に一定の補正をして評価
する場合があります（詳しくは、国税庁ホームページに「『居住用の区分所有財産』の評価が変わ

を
掲載していますので、ご覧ください。）。

「居住用の区分所有財産」
の評価が変わりました

(注)

りました」【https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf】

ロ 建物

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）

により評価します。

令和６年１月１日以後に相続などにより取得した「居住用の区分所有財産」（いわゆる分譲マン
ション）については、宅地（敷地利用権）及び建物（区分所有権）の価額に一定の補正をして評価
する場合があります（詳しくは、国税庁ホームページに「『居住用の区分所有財産』の評価が変わ

を
掲載していますので、ご覧ください。）。

「居住用の区分所有財産」
の評価が変わりました

（２）上場株式

原則として、次のイからニまでの価額のうち、最も低い価額により評価します。

イ 相続の開始があった日の終値

ロ 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額

ハ 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額

ニ 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

（３）預貯金

原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を

受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既

経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。
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６ 億 円 以 下

財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が１億円で、配偶者が 8,000 万円、子２人が 1,000○ 万円ずつ相続した場合

（課税価格の合計額） （基礎控除額） （課税遺産総額）
１億円 － （3,000 万円 ＋（600 万円×3 人）） ＝ 5,200 万円

課税遺産総額を法定相続分であん分

相続税の総額を実際の相続割合であん分

実際に納付する相続税
（あん分した税額から各種の税額控除※の額を差し引いた後の金額）

相続税の総額

340万円 145万円 145万円

（×税率） （×税率） （×税率） ○ 相続税の速算表

区 分 税率 控除額

1,000万円以下

3,000万円以下

5,000万円以下

１ 億 円 以 下

２ 億 円 以 下

３ 億 円 以 下

６ 億 円 超

10％ －

15％ 50万円

20％ 200万円

30％ 700万円

40％ 1,700万円

45％ 2,700万円

50％ 4,200万円

55％ 7,200万円

※ この事例では「配偶者の税額軽減」のみ適用があったとして

計算しています。配偶者 ０円 子 万円 子 万円

配偶者
万円

子
万円×

配偶者
１億円

子
１億円 １億円

子

子
万円×2,600万円 1,300万円 1,300万円2

1

2
1

2
1

2
1

2
1

630万円

504万円 63万円 63万円

8,000万円 1,000万円 1,000 万円

63万円 63万円

６ 相続税の計算（具体例）

○ 相続税の主な特例
１ 小規模宅地等の特例

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等が
ある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。

２ 配偶者の税額軽減
万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相

続税はかかりません。

これらの特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。(注)

被相続人の配偶者の課税価格が１億 6,000

【参考】ご不明な点がある場合

○ 国税庁ホームページでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を自分に

合った状況やキーワードなどから調べることができる「タックスアンサー」を

公表しておりますので、ご確認ください。

○ 相続税の申告のしかた・手引などは、国税庁ホームページからダウンロード

することができます。
国税庁ホームページ
タックスアンサー

国税庁ホームページ
相続税の申告の
し か た ・ 手 引

【参考】税理士をお探しの方へ

日本税理士会連合会ホームページ内の税理士情報検索サイト

で税理士及び税理士法人を検索することができます。

なお、税理士業務である①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談は、たとえ無償であ

っても税理士等でない者は、他人の求めに応じて行ってはならないとされています。

税理士等でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士」に税理士業務を

依頼した場合、税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください！
税理士情報
検索サイト

【https://www.zeirishikensaku.jp】

【参考】相続 特設サイト税 e-Tax

e-Tax

相続税の申告書は、e-Tax

e-Tax 相続税申告は e-Tax

相続税e-Tax

○ （電子申告）で提出（送信）することができます。

○ で提出するためには「利用者識別番号」が必要です。

「利用者識別番号」の確認方法又は新たに「利用者識別番号」を取得する方は、

「相続税 特設サイト」に掲載しているリーフレット「 をご利用

ください」をご参照ください。

○ 相続税の申告を税理士に依頼される場合、申告する方全員の「利用者識別番号」を税理士

へお伝えください。
特設サイト

（Ｒ７.４）この社会あなたの税がいきている税務署
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資格確認書
　マイナンバーカードの交付を受けていなかっ
たり、交付を受けていても健康保険証の利用登
録をしていない場合には、マイナ保険証を利用
できないことから、健康保険の保険者から「資
格確認書」が発行されます。　
　資格確認書は健康保険証と同様に、医療機
関等の窓口に提示することで、保険診療を受け
ることができます。健康保険証と同様に利用で
きますが、有効期間が設けられているため、その
期間に合わせて差し替えが必要になります。

マイナ保険証
　マイナ保険証は、健康保険証として利用登録
を行ったマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証は、医療機関等の窓口でマイナン
バーカードを機器にかざすことで健康保険証
の情報がオンラインで確認され、その情報を基
に保険診療が受けられます。

　なお、マイナ保険証を利用するための機器
は、既に多くの医療機関等で設置されています。

スマホ保険証
　2025年9月19日から、マイナ保険証に続き、
機器の準備が整った医療機関等で、順次、「ス
マホ保険証」が利用できるようになっています。
　「スマホ保険証」とは、健康保険証の利用登
録がされたマイナンバーカードをスマートフォン
に追加し、医療機関等の窓口でスマートフォン
を機器にかざすことで、マイナ保険証と同様に
利用できるというものです。これによりマイナ
ンバーカードを医療機関等に持って行かなくと
も、スマートフォンにより保険診療を受けられる
こともあり、利便性が上がると期待されていま
す。
　なお、スマートフォンにマイナンバーカードを
追加した場合でも、実物のマイナンバーカード
は引き続き利用することができます。

マイナンバーカードの交付申請、健康保険証の利用登録、さらにはスマートフォンへのマイナンバーカー
ドの追加はすべて任意ですが、マイナンバーの活用が広まる中、企業としても活用が広がってきているこ
とを従業員に案内してもよいかもしれません。

11月号 / 2025社会保険情報 ROUMU INFOR M ATION

健康保険証の廃止と
活用が期待されるマイナ保険証
2025年12月1日で発行済みの健康保険証は使用できなくなります。そのため、12月2日以降
は、医療機関等の窓口で、「資格確認書を提示する」、「マイナ保険証を利用する」、そして「スマホ
保険証を利用する」といった3つの方法により保険診療を受けることになります。そこで、以下で
はこの3つの利用方法について整理しておきます。
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11月号 / 2025労務管理情報　会話で学ぶ人事労務管理の勘所

解雇・退職勧奨・雇止めの違い
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

従業員が退職となる場合、自己都合の理由が多くなっていますが、労働契約の終了として
は、定年退職、解雇、整理解雇、退職勧奨、雇止めなど様々な類型があると思います。この
中で、解雇、退職勧奨、雇止めの違いを教えてください。

解雇は、何らかの事情により会社が一方的に労働契約を終了させることをいいます。従業
員の意思に関係なく、会社が一方的にという点が、重要です。ただし、現実にはその解雇
が有効であるかという問題は残ります。理由を問わず、解雇できるというものではなく、(1)
客観的に合理的な理由があり、(2)社会通念上相当と認められる解雇でなければ、争っ
た際に無効となる場合があります。

なるほど。退職勧奨も会社が働きかけるものですよね？

そうですね。退職勧奨は、会社が従業員に退職してはどうかと勧めることをいいますが、
従業員が自由意思で退職に応じるか否かを決めることになります。

ただし、雇止めも有期労働契約の終了日であれば、いつでも労働契約を終了できる訳で
はありません。更新の判断基準に基づいて、判断する必要があります。

① 解雇は、何らかの事情に基づき、会社が一方的に労働契約を終了させることをいい、退
職勧奨は、会社が従業員に退職を働きかけるもので、従業員が自由意思で応じるかを
決めることをいう。

② 雇止めは、有期労働契約の更新を行わず、期間満了をもって退職させることをいう。

会社が退職を勧めるだけで、その判断は従業員に委ねられているということですね。

はい、そうです。退職勧奨に応じなかったときには、労働契約は継続することになります。

なるほど。整理ができました。

こちらも理由が重要だということですね。

その通りです。解雇も退職勧奨も無期労働契約・有期労働契約のいずれにも起こりうる
ものですが、雇止めは、有期労働契約の場面で発生するものです。具体的には、会社から
有期労働契約の更新を行わず、契約期間満了をもって退職となることをいいます。仮に、
有期労働契約の途中で労働契約を終了させるのであれば、それは解雇になります。

会社から従業員に話をするようなことがあれば、どちらなのか分かるように伝える必要が
ありますね。

社労士

ONE 
POINT
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正社員は7割が処遇に反映
　上記調査結果によると、正社員の能力開発
を処遇に反映させている事業所は、調査対象の
70.9％でした。正社員以外は50.4％で、全体の
半数を超えました。反映させていない割合は、
正社員が29.0％、正社員以外が49.3％でした。

　産業別の処遇に反映させている割合では、
正社員が50～ 80％台、正社員以外は30～
70％台となっています。

賃金の引き上げが最多に
　処遇に反映させている事業所における反映
内容を産業別にまとめると、下表のとおりです。

　正社員では金融業，保険業を除く産業で、賃
金（賞与・ 給与）の引き上げ（一時金又は手当
の支給を含む）が最も多くなりました。正社員以
外でも、すべての産業で最も多くなっています。

　貴社では社員の能力開発を、どのように支援
していらっしゃいますか。

社員の能力開発を
処遇に反映している事業所割合
従業員の能力開発は、生産性の向上による収益力の強化に有効です。この能力開発への取組
を活発にする方法として、処遇への反映があります。ここでは、今年6月に発表された調査結果か
ら、社員の能力開発の処遇への反映状況などについて、みていきます。

賃金 （賞与 ・ 給与）の 
引き上げ （一時金又は 
手当の支給を含む）

役職等の昇進 ・ 昇格
能力開発の成果を 

活かせる部署 ・ 担当への 
異動 ・ 配置転換

正社員への
転換

正社員 正社員以外 正社員 正社員以外 正社員 正社員以外 正社員以外
総数 87.0 80.0 51.2 22.3 36.5 24.5 49.1
建設業 91.9 84.6 44.9 20.1 30.3 24.5 38.5
製造業 88.7 76.8 49.1 20.1 35.9 25.7 45.7
電気 ・ ガス ・ 熱供給 ・ 水道業 62.2 64.4 48.5 3.3 60.7 53.6 22.8
情報通信業 89.7 75.9 49.2 25.8 37.2 21.5 35.5
運輸業，郵便業 84.3 81.1 46.6 13.2 29.3 13.5 52.0
卸売業，小売業 84.8 78.8 51.4 25.2 39.7 28.0 52.0
金融業，保険業 65.0 52.8 69.0 16.8 59.9 31.8 45.4
不動産業，物品賃貸業 88.2 77.7 45.6 12.8 39.7 30.9 51.9
学術研究，専門 ・ 技術サービス業 90.1 85.0 51.2 9.8 33.6 18.5 36.7
宿泊業，飲食サービス業 83.5 78.4 78.1 38.5 49.4 26.3 67.4
生活関連サービス業，娯楽業 86.6 73.2 46.3 20.5 35.8 27.2 57.4
教育，学習支援業 87.1 87.6 44.5 16.5 33.1 28.6 39.5
他に分類されないサービス業 91.0 89.9 44.6 20.8 29.6 25.0 39.5

厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」より作成

能力開発を処遇に反映している事業所の反映内容 （複数回答、％）

※厚生労働省「令和 6年度能力開発基本調査」
　常用労働者 30人以上の民営事業所から抽出した 7,218事業所や、その事業所に勤める常用労働者から抽出した者などを対象に、2024年 10月1日時点の状
況について、年間の取組については 2023年度の1年間の状況について行った調査です。詳細は次の URLのページの第 10表から確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001229425&cycle=8&year=20241
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※１年度１事業所当たりの支給申請上限人数は100人

詳しくはP.39でご覧いただけます。

職務評価とは？
職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じ

たものとなっているかの現状を把握することをいいます。

１事業所当たりの加算額は以下のとおりです。２ 加算額

※１事業所当たり１回のみ

就業規則
例：第○条（賃金）

契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める・・・

賃金規定

例：第○条（賃金）

賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。

      第○条（基本給）

基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および経験等

に応じ、○級：○○円、○級：○○円とする

賃金一覧表
例：【等級別】1級：○○○円、2級：○○○円、3級：○○○円

※「等級（○級）」の他、「見習い」、「一般」、「中堅」等の名称の区分でも可。

賃金規定とは？
以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。

※既存の賃金規定等の改定ではなく、新たに規定を作成した場合であっても、その内容が、対象労働者の過去3か月
の賃金の支給実態と比較して３％以上増額していることが確認できれば、助成対象になります。

有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた

場合に助成します。

Ⅱ-2 賃金規定等改定コース

１ 支給額 １人当たりの助成額は以下のとおりです。

34

※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由
（部門別等）に基づき区分されている場合に限り、本助成コースの対象労働者と認められます。

３％以上
４％未満

４％以上
５％未満

５％以上
６％未満

６％以上

中 小 企 業 ４万円 ５万円 6 . 5万円 ７万円

大 企 業 2 . 6万円 3 . 3万円 4 . 3万円 4 . 6万円

賃金引き上げ率
企業規模

措置内容 加算額

職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 2 0 万円 （大企業1 5万円）

有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合 2 0 万円 （大企業1 5万円）
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給与計算のご依頼・ご相談は 

株式会社ボルトン労務管理事務所へ︕ 

TEL︓027-253-7588（代）   Mail︓contact@bolton-roukan.co.jp 
 



業種 所在地 売上高 譲渡希望額

整形外科 関東地方 5億円未満 応相談

建築工事業 関東地方 10億円未満 応相談

建築設計業 関東地方 1億円未満 応相談

足場 関東～東北 8億円 応相談

空調設備工事 関東地方 5～10億円 応相談

注文住宅建築 関東地方 5～10億円 応相談

訪問看護／居宅介護支援 関東地方 6,500万円 応相談

システム開発業 関東地方 1～5億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 ㈱北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630


